
特定労務管理対象機関指定審査表（２） 

連携 B水準：連携型特定地域医療提供機関（山口大学医学部附属病院） 

連携Ｂ水準…地域医療提供体制の確保の観点から、医師の派遣を通じて時間外業務が必

要とされるために、自院での時間外・休日労働時間は年 960 時間以内、副業・

兼業先との通算労働時間が年 960時間を超える場合に設けられた水準 
 

項目 指定要件 
確認内容 

【確認方法】 

審査 

結果 

１ 医師の派遣を通じて、

地域の医療提供体制

を確保するために必

要な役割を担う医療

機関 

・大学病院として、地域の医療機関に医師を派遣

し、そのうち医師少数区域の 13医療機関に派遣 

・派遣医師は、１人あたり月平均 2.9回、15.1ｈの

外来診療等に従事（1 人あたり年間 372.7ｈの他

院での時間外労働） 

 

【理由書】 

適 

２ 年 960 時間を超える

時間外・休日労働に関

する上限時間を定め

ているが、副業・兼業

先での労働時間を換

算すると、通算して年

960時間を超えること

がやむを得ない医師

が存在 

・上記１のとおり 

適 

３ ①当該病院勤務医師

その他関係者の意見

を聴いて作成された

労働時間短縮計画 

②以下全てが記載 

(1)労働時間の状況、

労務及び健康管理 

(2)労働時間短縮目標

及び具体の取組 

①医師を含む関係者が参加する合議体で議論を行

い、医師労働時間短縮計画を作成 

 

②医師労働時間短縮計画は、国のガイドラインに

示されたひな形をもとに作成され、全項目を記

載 

 

【評価結果通知書】 

適 

４ 面接指導及び休息時

間確保体制 

・長時間労働医師に対する面接指導の取扱いにつ

いて実施要綱を作成し、実施体制を整備 

・勤怠管理システムにより勤務時間を把握し、勤務

間インターバル、代償休息に関するルールを定

め、追加的健康確保措置の体制を整備 

 

【評価結果通知書】 

適 

５ 労働法制にかかる違

反の有無 

・違反無 

 

【誓約書】 

適 

資料２－３ 



６ ①地域医療提供体制

のための医師派遣の

必要性 

②水準適用による地

域医療の提供体制の

構築方針（医療計画

等）の整合性 

③地域の医療提供体

制全体として医師の

長時間労働を前提と

せざるを得ないこと 

・当該医療機関は、県内 80医療機関に医師派遣を

行っており、特に医師が不足している医師少数区

域の 13医療機関に派遣を行っている。 

 

・医師確保が困難な医療機関に派遣することによ

り、地域に必要とされる医療の継続的な提供が

可能となっており、今後も、地域の医療提供体制

を維持していくためには、医師の長時間労働を

前提とせざるを得ない。 

 

(適) 

 

 


